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「核兵器禁止条約」を吟味する（１） 

                     平和と安全を求める被爆者たちの会：2020/08/01 

   国際 NGO 連合「ICAN」が伝える承認国数：40 

2020 年 7 月 15 日、ボツワナが批准して４０になった。 

あと 10 ヶ国で「核兵器禁止条約」は発効する。 

もう少しで、核兵器が地上から消える日がーーー 

遂に・・・・「悲願」は達成されるか！？  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜世界の核兵器数＞・・ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
冷戦最盛期の１／５に減少・・今の日本を恫喝・威圧しているのは・・北朝鮮、中国 

条約を承認した４０ヶ国は、核兵器保有国、特に、中国・北朝鮮を制止できるか？？？ 

 

＜４０ヶ国の要素毎の区分・・国数は重複＞ 

☆中国との「一帯一路」に参加する国・・27  ＜“債務の罠”に陥っていないか？＞ 

☆「香港国家安全維持法」で中国支持をした国・・8 ＜中国の核に何か言えるだろうか？＞ 

☆人口が百万人に満たない国・・15 ＜バチカン 820 人を除き、最小パラオ 1 万 8 千人＞ 

☆核兵器緊張地帯から地理的に遠い「島嶼国」・・・12＜国際政治影響力が低い？＞ 
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現状での「核兵器禁止条約」への評価 

１． 核保有国が参加しない状況で「核廃絶」の実現能力はないだろう。「発効」しても同様のようだ。 

２． 条約参加国だけに「法的拘束力」があっても、不参加の核保有国には影響のない条約である。 

３． 中・ロ・朝の軍事圧力を受けている日本が、迂闊に条約加入すれば安全保障の根幹を揺るがす恐れ。 

※ この「吟味」は、To be continued!  すこしずつ、分析結果を公表予定。乞うご期待！ 
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     2020 年 7 月 15 日現在の「核兵器禁止条約」批准・承認国一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「クック諸島」はニュージーランドの「自治国」的地位、国連未加盟、「加入書」を国連寄託 

※ 条約文に依れば、非加盟の他国を拘束できる能力はない・・つまり、核兵器禁止はできない 

  条約内容の吟味は次回以降に予定。当会は「核兵器禁止条約を警戒する（広報番号 HA2017-

07／2）」を条約採択直後に公表している。当会ＨＰ又は一般検索で参照されたい。 

※ この条約推進でノーベル平和賞を授与された「ICAN」は未だ、発祥地「オーストラリア」、事

務局所在地「スイス」、事務局長出身国「スウェーデン」各国の批准・承認に失敗している。 

 


